
一般社団法人フリーランス協会　個人会員規約 
 
本規約は、一般社団法人フリーランス協会（以下「本協会」という）に所属する一般会員及び無料
会員（以下「個人会員」という）に関する規約である。個人会員は、本規約の内容に同意した上で、
会員登録するものとする。個人会員が会員登録した場合、本規約の内容に同意したものとみな
す。 

 
 

第1章​ 総則 
 
（本規約の範囲） 
第1条　本規約は、本協会の個人会員に適用される。  
 
（定義） 
第2条　本規約の用語の定義は、本協会の定めによる。 
 

第2章​ 個人会員資格 
 
（会員登録） 
第3条　個人会員は、自身に関する真実かつ正確な情報を届出して、本協会に会員登録をするも

のとする。 
2　個人会員は、登録情報が常に真実かつ正確な内容を反映するものであるように適宜修
正するものとする。不正確な内容又は修正不備が原因で支障が生じても、本協会は一
切の責任を負わない。 

3　個人会員は、自ら設定するパスワード及び一般会員登録をすることにより本協会から付
与される会員番号の管理責任を負い、自己の会員番号等の使用に起因するすべての
事柄について、自らの行為の有無、過失の有無を問わず、その責任を負担するものと
する。 

4　個人会員が紛失等により会員番号の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の
様式にて本協会に届出を行うものとする。 

 
（一般会員の入会費および年会費） 
第4条　一般会員は、本条に定めるところに従い、年会費（以下総称して「会費」という）を支払わな

ければならない。  
2　年会費の対象期間は入会日から翌年の入会日前日までとする。 
3　会費は入会時及び更新時に選択した方法により、速やかに収納されるものとする。  
4　会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。  
（1） 入会費 なし  
（2） 年会費 10,000円（不課税） 

5　一般会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還し
ないものとする。  

 
（一般会員の地位の取得） 
第5条　事務局が身分証確認等の審査を行い、前条の入金を確認した時点で、一般会員の地位を

取得するものとする。  
 
（有効期間と更新） 
第6条　一般会員登録の有効期間は、入会日から翌年の入会日前日までの1年間（以下「初年度」

という）とし、一般会員から退会の申し出があった場合又は更新時に会費決済が行えな
かった場合、本規約第12条に基づき一般会員資格を喪失した場合を除き、自動更新され
る。 
2　一般会員の更新後の有効期間は、旧有効期間の最終日の翌日から１年間とする。 



3  無料会員は有効期間の定めはない。 
 
（退会） 
第7条　個人会員は、所定の様式にて届け出ることにより、任意に退会することができる。但し、退

会の4営業日前に、当協会に対して退会の旨の予告をするものとする。 
 

 
第3章​ 個人会員の特典と責務等 

（個人会員の特典） 
第8条　本協会が個人会員に対し提供する特典（以下「ベネフィットプラン」という）の対象と内容

は、以下のとおりとする。なお、第3条の規定により会員情報に不正確な内容または修正
不備が認められる場合は、ベネフィットプランは利用できない。  
（1）全会員：フリーランスに関する情報（イベント開催案内を含む）の提供 
（2）全会員：本協会が指定する個人会員向け特典（スタンダードベネフィット）の利用機会

の提供 
（3）一般会員：本協会が指定する一般会員向け特典（プレミアムベネフィット）の利用機会

の提供 
2　個々のベネフィットプランの内容、利用価格、利用方法等は、本協会のホームページ

等で指定される。なお、ベネフィットプランの内容、利用価格、利用方法等は、都合
により事前の通知なく変更されることがある。 

3　個人会員は、料金を支払う必要のあるベネフィットプランについては、所定の料金を
支払わなければならない。 

4　個人会員は、自動付帯サービスを除くベネフィットプランを利用する場合には、ベネ
フィットプランを提供する事業者と直接契約を結び、各種サービスの利用を行うもの
とする。 

5 個人会員は、入会日より自動付帯サービスを除くすべてのベネフィットプランを利用す
ることができ、一般会員は、自動付帯サービスを定められた提供開始日から利用す
ることができる。 

 
（特典の対象者の範囲） 
第9条　特典を受けることができる者は、個人会員本人に限る。 

2　個人会員は、第三者にベネフィットプランを利用させてはならない。 
 
（特典の変更・一時中断） 
第10条　本協会は、次の各号に該当する場合、個人会員に対する事前の通知なく、特典の提供を

一時中断することができる。これにより個人会員又は第三者が被ったいかなる不利益又
は損害についても、本協会は責任を負わない。 

　（1）本協会のウェブシステムの保守を行う場合 
　（2）戦争、暴動、騒乱、労働争議、自身、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事

態が生じた場合 
　（3）その他、本協会が、一時的な中断が必要と判断した場合 

 
（個人会員の責務） 
第11条　個人会員は、本規約、その他本協会が定める規約、並びに、ベネフィットプラン毎に定め

られた利用方法の他、以下に掲げる禁止行為を行わない等、一般的なマナー、モラル
及びルールを遵守する。  
（1）法令に違反する行為、若しくは違法な行為を勧誘又は助長する行為 
（2）他の個人会員の利益を不当に侵害する行為 
（3）本協会のウェブサイトの運営又はネットワーク・システムを妨害する行為 
（4）他人の名誉、信用を毀損し、又はプライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他

の権利を侵害する行為 
（5）本協会及びその他の第三者に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的も



しくは精神的損害又は不利益を与える行為 
（6）民族・人種・出身地・性別・年齢等による差別につながる言動（ヘイトスピーチ） 
（7）ポルノ、ヌード、猥褻的、暴力的な画像、その他個人会員が不快に感ずる表現行為 
（8）情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を発信する行為 
（9）無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為 
（10）選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為 
（11）政治活動用の広告、宣伝、勧誘を目的とする行為 
（12）宗教の勧誘を目的とする行為 
（13）他人を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社等の団体を名乗っ

たり、又は他の人物や団体と提携、協力関係にあると偽る行為 
（14）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為 
（15）第三者から収益を得る目的で特典を利用する行為 
（16）他の個人会員の個人情報を収集・蓄積する行為（フリーランスDBに掲載される連絡

先を含む） 
（17）他の個人会員の個人情報を利用した一方的な営業・勧誘行為（フリーランスDBに

掲載される連絡先を含む） 
（18）反社会的勢力と関わる行為 
（19）その他公序良俗若しくは一般常識に著しく反する行為、又は本協会が不適切と判

断する行為 
（20）賠償責任保険、収入・ケガ・介護の保険等、一般会員が加入可能な保険を不正請

求する行為 
 

2　個人会員は、本協会からのアンケート回答等の依頼事項について、積極的に対応
する。  

 
（違反行為に対する措置） 
第12条　個人会員が、本規約、その他本協会が定める規約に違反した場合には、本協会は当該

会員に対し、特典の全部又は一部の利用停止、除名処分、公的機関への通報等の法
的措置等を講じることができる。 

 
（個人情報の取り扱い） 
第13条　本協会は、会員登録に際して個人会員より届けられた姓名、郵便番号、住所、生年月

日、性別、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、クレジットカー
ド番号等本人を識別する情報（以下「個人情報」という）を厳に秘密として管理し、個人会
員の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次の各場合に
は、個人会員の事前の同意なくして本協会は、第三者に対して個人情報を提供又は開
示できるものとする。 
（1）法令に基づく場合 
（2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、個人会員の同

意を得ることが困難であるとき 
（3）公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、個人会員の同意を得ることが困難であるとき 
（4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、個人会員の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

（5）個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及びその他関係諸
規則に違反しない方法で提供する場合 

2　本協会は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。 
（1）個人会員によるベネフィットプランの利用のため 
（2）個人会員に対する本協会のガイドブック及び会報誌の発送並びに特典の案内 
（3）会員情報の管理 
（4）個人会員への連絡 



（5）本人確認 
（6）本協会の活動の紹介等を目的として、あらかじめ会員承諾の範囲内で、本協会
のウェブサイトや販促物等に掲載するため 

（7）本協会の運営上、他の会員に知らせるため 
（8）本協会の活動の改善に役立てるため 
（9）その他本協会の特典の提供に必要な業務 

3　第1項の規定にかかわらず、本協会は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内にお
いて、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。 

4　第1項の規定にかかわらず、本協会は、ベネフィットプランの提供元である第三者に対
して、個人会員にかかる個人情報を提供する場合がある。 

5　本協会は、個人会員が会員資格を失った場合、当該会員の個人情報を速やかに消
去するよう努めるものとする。ただし、法令等諸規則に基づき本協会が継続して保
有する必要がある情報についてはこの限りではない。 

6　本協会は、個人情報及びその利用目的の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用
の停止、消去及び第三者提供の停止の申出があった場合、申出をした者の本人確
認をした上で、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及び
その他関係諸規則の規定に従い速やかに対応するものとする。 

 
第4章​ 本規約の追加・変更 

 
（規約の追加・変更） 
第14条　本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲

載により個人会員に事前に通知のうえ本規約を変更（入会金、会費、ベネフィットプラン
の内容及び利用料金の改定を含む）することができるものとする。変更後の規約は附則
記載日から有効とする。  

 
第5章​ その他 

 
（免責および損害賠償） 
第15条　会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断により利

用するか否かを決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場
合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。  
2　個人会員は、賛助会員、準会員及び協力企業と直接契約を結び、各種サービスの提
供を受けるものとする。本協会は、賛助会員、準会員及び協力企業と個人会員の間
のトラブルに関し、一切の責任を負わない。 

3　個人会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。  
4　個人会員がベネフィットプランを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合、個人
会員は自己の負担と責任において当該第三者との紛争を解決するものとする。 

5　個人会員が本協会に損害を与えた場合、本協会は当該会員に対して被ったすべて
の損害の賠償を請求することができるものとする。 

 
（連絡事項） 
第16条　本協会が個人会員への通知を発する場合には、次の各号に定める方法により、合理的期

間経過後に個人会員に到達したものとみなす。 
　（1）登録したメールアドレスへの電子メールの送信　 
　（2）登録した住所への郵便物の発送　　　　　　　　 
　（3）本協会のウェブサイト上への告知　　　　　　　 

 
（条項等の無効） 
第17条　本規約の条項のいずれか又は一部分が違法又は無効であると判断された場合であって

も、その他の規定の効力は影響を受けないものとする。  
 



（合意管轄） 
第18条　本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争については、東京地

方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  
 
（協議事項） 
第19条　本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実

の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。 
 
以上、本協会の個人会員に本規約を適用するもとのし、個人会員は本規約に同意し、遵守するも
のとする。  
 
附則  
本会員規約は、2019年12月4日より施行する。  
​​一部変更 2023年2月28日 
一部変更 2023年12月8日 
一部変更 2025年10月30日 
 

一般社団法人フリーランス協会 
 


